
アスファルト舗装工等の舗設前における監督員立会い確認方法 

 

 アスファルト舗装工等の出来形管理が、舗装調査・試験法便覧に併せ、コアーを採取

して測定する方法に神奈川県土木工事施工管理基準及び規格値が変更されたことから、

粗悪工事の排除及び品質向上を目的として、厚木市では、必ず舗設前に監督員が仕上

り厚さを立会い確認するため、次のとおり、立会い確認方法を定めるものとする。 

 

１．立会い確認願い 

  請負者は、舗設前の監督員による仕上り厚さ立会い確認日時について、事前に確

認・立会願い（様式―２）により監督員へ報告すること。 

 

２．監督員立会い時点 

  路盤又は不陸整正の締固め後の瀝青材散布前とする。 

 

３．監督員立会い時の測定頻度 

  延長 40ｍごとに 1 箇所の割で下がり寸法を確認する。なお、現場状況から寸法確

認が必要と判断した場合は、監督員は測定頻度に関わらず指示により寸法測定を

行なうものとする。 

 

４．出来形管理 

  立会い時に測定した下がり寸法は、出来形管理表、出来形管理図の作成不用とす

る。 

 

５．写真撮影 

  請負者は、監督員立会い時の測定状況について、撮影すること。 

 

６．測定結果 

  請負者は、監督員立会い時の測定結果について、工事打合せ簿（様式―1）により

報告すること。監督員は、立会い時に記録した測定結果と照合し確認すること。 

 

７．適用日 

  平成 28 年 7 月 21 日から施行し、同日以降に契約した工事について適用する。 

 

 

 

 

 

 

 



様式―１ 

（※発注者用） 

 

 

 

 

工事打合せ 簿 
 

発 議 者 □発注者  ■受注者 発議年月日 平成〇〇年 〇月 〇日 

発議事項 
□指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出  

■その他（ 立会い確認願い ） 

工 事 名 市道〇〇〇〇線舗装工事 

（打合せ内容・指示事項等） 

 

舗装工の厚さ確認について、次の日時で舗設前立会いをお願いします。 

 平成〇〇年 ○月○〇日  午後○○時○○分頃 

 

 

 

 

 

 

処

理

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。 

       □その他（        ） 

                     平成  年  月  日 

受

注

者 

上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。 

□その他（        ） 

              平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

(注) 打ち合わせの都度 2部作成し、各々保管する。 

課 長 係 長 監督員 補助監督員 

    

監 督 員 

 

現 場 

代 理 人 

主任 (監理 ) 

技 術 者 

   

作 成 例 

【立会い確認願い】 



様式―１ 

（※発注者用） 

 

 

 

 

工事打合せ 簿 
 

発 議 者 □発注者  ■受注者 発議年月日 平成〇〇年 〇月〇〇日 

発議事項 
□指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 ■報告 □届出  

□その他（            ） 

工 事 名 市道〇〇〇〇線舗装工事 

（打合せ内容・指示事項等） 

 

平成〇〇年〇月○○日に立会い確認していただいた舗装厚さについて、次のとおり 

測定値を報告します。 

〔報告例〕アスファルト舗装 表層工 設計値 ｔ＝50mm の場合 

№1 Ｒ側   151mm・・・・※丁張天端から下がり計測。 

№1 Ｌ側       49mm・・・・※側溝天端から下がり計測 

№3 Ｒ側   150mm・・・・※既設舗装面より 100mm 上がりから下がり計測 

 ※計測方法は、立会い時の写真で確認できるため、上記例のように記入する必要あり 

  ません。 

処

理

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・■受理 します。 

       □その他（        ） 

 ※監督員が記入。              平成〇〇年〇〇月〇〇日 

受

注

者 

上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。 

□その他（        ） 

              平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

(注) 打ち合わせの都度 2部作成し、各々保管する。 

課 長 係 長 監督員 補助監督員 

    

監 督 員 

 

現 場 

代 理 人 

主任 (監理 ) 

技 術 者 

   

作 成 例 

【確認結果報告】 


